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議案第９６号

法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例案

　上記の議案を提出する。

平成２９年２月２４日

福岡市長　髙　　島　　宗 一 郎

理由

　この条例案を提出したのは，法令の改正に伴い，関係条例の規定の整備を行う必要がある

による。

法令の改正に伴う関係条例の規定の整備に関する条例

　（外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例等の一部改

正）

第１条　次に掲げる条例の規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める。

⑴　外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例（昭和６３

年福岡市条例第５号）第２条第２項第３号

⑵　公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例（平成１３年福岡市条例第５４号）第

１１条第３号

　（福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正）

第２条　福岡市ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和５８年福岡市条例第５６号）の一部を次の

ように改正する。

　　第４条第１項第２号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支

援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め，同項第５号中「第２条の４第５

項」を「第２条の４第８項」に改め，同項第７号中「第２条の４第４項」を「第２条の４

第７項」に改め，同項第８号中「第２条の４第５項」を「第２条の４第８項」に改める。

　（福岡市第３子優遇事業の実施に関する条例の一部改正）

第３条　福岡市第３子優遇事業の実施に関する条例（平成１７年福岡市条例第１０５号）の一部を
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次のように改正する。

　　第８条第１項第３号中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。

　（福岡市営住宅条例等の一部改正）

第４条　次に掲げる条例の規定中「中学校」の次に「，義務教育学校」を加える。

　⑴　福岡市営住宅条例（平成９年福岡市条例第４０号）第１５条の２第１項第１号

⑵　福岡市立背振少年自然の家条例（平成２６年福岡市条例第４７号）第４条第１号及び第１３

条第１項ただし書

⑶　福岡市海の中道青少年海の家条例（平成２６年福岡市条例第４８号）第４条第１号及び第

１３条第１項ただし書

　（福岡市伊都土地区画整理事業特別会計条例等の一部改正）

第５条　次に掲げる条例の規定中「福岡都市計画事業」を「福岡広域都市計画事業」に改め

る。

⑴　福岡市伊都土地区画整理事業特別会計条例（平成９年福岡市条例第８号）第１条

⑵　福岡市香椎駅周辺土地区画整理事業特別会計条例（平成１３年福岡市条例第７号）第１

条

⑶　福岡市伊都土地区画整理事業基金条例（平成１６年福岡市条例第２号）第１条

⑷　福岡都市計画事業伊都土地区画整理事業施行条例（平成９年福岡市条例第３５号）題名，

第２条及び第１０条

⑸　福岡都市計画事業香椎駅周辺土地区画整理事業施行条例（平成１１年福岡市条例第２４

号）題名，第２条及び第８条

　（福岡市都市景観条例の一部改正）

第６条　福岡市都市景観条例（昭和６２年福岡市条例第２８号）の一部を次のように改正する。

　　第１６条第３号中「福岡都市計画高度地区」を「福岡広域都市計画高度地区」に改める。

　（福岡市準用河川流水占用料等徴収条例等の一部改正）

第７条　次に掲げる条例の規定中「福岡都市計画市街化区域」を「福岡広域都市計画市街化

区域」に改める。

⑴　福岡市準用河川流水占用料等徴収条例（平成１２年福岡市条例第２６号）別表第２備考第

１項　

⑵　福岡市普通河川管理条例（平成１７年福岡市条例第２号）別表第２備考第１項
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　（福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正）

第８条　福岡都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年福岡市条例第３５号）の

一部を次のように改正する。

　　題名中「福岡都市計画下水道事業」を「福岡広域都市計画下水道事業」に改める。

　（福岡市水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第９条　福岡市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年福岡市条例第５２号）の一部を次の

ように改正する。

　　別表福岡市工業用水道事業の項給水区域の欄中「福岡都市計画道路」を「福岡広域都市

計画道路」に改める。

　　　附　則

　この条例は，公布の日から施行する。ただし，第３条の規定は，平成２９年４月１日から施

行する。




